
議案第80号 

 

だんじり会館条例の一部改正ついて 

 

 だんじり会館条例の一部を次のとおり改正しようとする。 

  令和元年６月４日提出 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

記 

 

だんじり会館条例の一部を改正する条例 

 だんじり会館条例（平成16年伊賀市条例第176号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１を次のように改める。 

別表第１（第５条関係） 

区分 参観料 摘要 

一般 600円 ⑴ 金額はいずれも１人１回当たりの参観料

とする。 

⑵ 団体割引の適用は、30人以上の団体参観

の場合とする。 

小人（15歳（中学生）以下） 400円 

団体一般 500円 

団体小人（15歳（中学生）以下） 300円 

附 則 

この条例は、令和元年10月１日から施行する。 


